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清算的財産分与を含む離婚判決の確定後に財産分与の申立てをすることの可否

事実の概要

　抗告人Ｘ（夫・原審申立人）と相手方Ｙ（妻・原
審相手方）は、昭和 52 年に婚姻をした夫婦であ
るが、Ｘが眼科医院を開業し、薬剤師資格を有す
るＹは医院の業務を手伝った。
　Ａ社は、コンタクトレンズの販売や診療所の管
理等を目的として設立された特例有限会社であ
り、設立時の資本金100万円（出資口数1000口）は、
Ｘが婚姻後に購入した自動車の売却代金から払い
込まれた。Ｘの母及びＹは、Ｘと合意の上、それ
ぞれ出資口数 300 口、同 700 口を有するＡ社の
社員となり、Ｙが代表取締役に就任した。その後、
増資する出資口数を引き受けた結果、Ｙは 2100
口を有するに至った。
　Ｘは、平成 23 年 5 月、自宅を退去して別居を
開始し、その後、Ｙを被告として離婚及び慰謝料
支払を求める訴えを提起し、Ｙは慰謝料支払及び
財産分与を求める反訴を提起した。平成 29年に、
ＸとＹとを離婚させ、清算的財産分与としてＸか
らＹに 4538 万 8386 円を分与する旨を定める判
決が言い渡され、同判決は平成 30 年 1 月に確定
した（以下、前件判決という）。
　その後、令和元年に、ＸはＡ社を被告として、
Ｘが株式 3000 株を有することの確認などを求め
る民事訴訟を提起する一方、令和 2年に、Ｙに対
し、ＸとＹとが婚姻中に互いに協力してＡ社の資
産を形成したなどとして、Ｙの有する 2100 株の
2分の 1の分与を求める家事調停の申立てを行っ
たが不成立となり、本件審判手続に移行した。な

お、Ｘによる前記民事訴訟は、財産分与に係る手
続の継属中である令和 3年にその請求を棄却す
る判決がされている。
　本件原審がＸの申立てを却下する審判をしたた
め、Ｘは、これを不服として即時抗告した。

決定の要旨

　本決定は、後述する2つの判例を引用した上で、
以下のように判断し、抗告を棄却した。
　「財産分与の申立てに対し、裁判所は、清算的
財産分与として、当事者双方がその協力によって
得た財産の額を考慮事情として認定し、当事者の
財産形成の寄与の程度のほか、その他一切の事情
を考慮して……分与をさせるべきかどうか並びに
分与の額及び方法を定めることになる。この裁判
手続は、離婚訴訟の附帯処分として審理される場
合においても、非訟事件手続として審理されるも
のであるから、裁判所は、その判断において、当
事者の主張に拘束されることはなく、財産分与の
申立てをしていない当事者に対して財産の分与を
することもできる。」
　「財産分与に関する民法の規定及び判例法理等
に照らすと、財産分与請求権は、当事者双方が
その協力によって得た一切の財産の清算を含む 1
個の抽象的請求権として発生するもので、清算的
財産分与の対象となる個々の財産について認めら
れる権利ではないのであるから、裁判所が、その
協議に代わる処分の請求に基づいて、財産分与の
額及び方法を定める内容の判決等が確定したとき
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は、その効力として、当事者双方がその協力によっ
て得た財産全部の清算をするものとして具体的内
容が形成されるものである。したがって、上記判
決等が有効に確定したものである限り、当事者は、
上記判決等において考慮されていない財産がある
ことを理由に、当該財産について、重ねて清算的
財産分与を求めることはできないものと解するの
が相当である。
　そうすると、……財産分与請求権の法的性質及
び非訟事件手続法に基づいてされる財産分与に関
する裁判所の定める協議に代わる処分の性質・内
容に照らし、前件判決は、本件申立て理由とされ
た財産についても、財産分与の対象財産の有無及
び内容において審理し、『当事者双方がその協力
によって得た財産の額その他一切の事情を考慮し
て』財産分与の額及び方法を定めたものであって、
たとえ当事者が、前件判決において、本件申立て
理由に係る財産が財産分与の対象となる旨の認識
を有しておらず、あるいは同財産の存在について
何らの主張立証をしていなかったとしても、これ
らの財産について重ねて財産分与の申立てをする
ことはできないといわざるを得ない。」
　以上の判示に続き、Ｘの事情変更等の主張につ
いて検討し、仮に本件社員権等の財産が前件判決
の後に明らかになったものであるとしても、財産
分与請求権は個々の財産ごとに認められる権利で
はないことから、重ねて財産分与に関する処分を
求めることはできず、また、Ｘは、事前に民事訴
訟においてＹが本件社員権を有すると判断される
ことを認識し、又は認識し得たというべきである
から、本件社員権が前件判決の確定後に新たに明
らかになった共有財産であるとはいえず、Ｘの主
張には理由がないとした。

判例の解説

　一　本決定の意義
　１　財産分与請求権の性質
　協議離婚をした夫婦の一方は、相手方に対して
財産の分与を請求することができる（民768条）１）。
財産分与には、一般に、①清算的要素（清算的財
産分与）、②扶養的要素（扶養的財産分与）、③慰謝
料的要素（離婚慰謝料）の3つが含まれるとされる。
本決定で問題となったのは①のみであり、②③は
問題とされていない。

　これらの要素は別個の請求権を構成するわけで
はなく、本決定が引用する判例によれば、財産分
与請求権は 1個の私権と捉えられ、離婚の成立
によって範囲及び内容が不確定・不明確な抽象的
権利として生じ、協議あるいは審判等によってそ
の具体的内容が形成されるものとされる２）。
　２　本決定の意義
　ところで、近時、財産分与の付帯処分の申立て
がされている離婚訴訟の長期化傾向が指摘されて
おり、その背景として互いに相手方名義の財産を
把握できていない共働き夫婦の事件が増加してい
ることや、自己名義の財産を相手方が主張立証で
きなければ自己に有利な判断が得られるとの誤っ
た考えから、自己名義の財産を開示しなかったり、
隠匿・処分するという例があるとされる３）。その
ため、財産分与を認容する離婚判決の確定後に、
本来分与されるべき財産が明らかになった場合に
これをどのように扱うかが問題となる。
　本決定は、清算的財産分与に限定されているが、
このような問題が争点となったものであり、これ
まであまり論じてこられなかった問題に関する判
断として重要な意味を持つ。

　二　検討
　１　離婚訴訟における財産分与の付帯処分
　財産分与をするかどうか、その内容や方法につ
いては当事者の協議に委ねられるが、協議が調わ
ないとき又は協議ができないときは、離婚から 2
年以内であれば、家庭裁判所に協議に代わる処分
を請求することができ（民 768 条 2項、家手 39 条・
別表 2第 4の項）、離婚訴訟の付帯処分として離婚
との同時解決を図ることもできる（民 771 条、人
訴 32 条）。家事審判事項である財産分与に関する
処分は、非訟事件としての性格を持つが、離婚訴
訟の付帯処分として申し立てられた場合も、その
性格は変わらない４）。
　本決定が引用するもう 1つの判例によれば、財
産分与に関する処分については、分与を求める額
及び方法を特定して申立てをすることを要するも
のではなく、単に抽象的に財産分与の申立てをす
れば足り、当事者がそれを明示して申し立てた場
合であっても、裁判所はそれに拘束されない５）。
もっとも、離婚訴訟の付帯処分では、申立ては書
面でする必要があり、申立ての趣旨及び理由を明
示し、証拠となるべき文書の写しで重要なものを
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添付しなければならない（人訴規 19 条）。
　付帯処分の裁判は、人事訴訟手続と家事審判手
続が併存するのではなく、訴訟手続のみが存在し、
職権探知主義に基づく柔軟な資料収集手続として
事実の調査が認められている６）。しかし、事実の
調査は補充的なものとされ（人訴規 20 条）、離婚
原因の存否についての審理と同様に、当事者双方
の主張をもとに争点整理を十分に行って争いのあ
る点を中心に証拠調べを行うという形で運用され
ている７）。
　２　財産分与審判（付帯処分）の効力
　財産分与の認容審判（付帯処分）には、執行力
及び形成力が認められるが（家手 75 条）、既判力
については従来から議論がある。
　審判の場合を含めて既判力を認める説８）も有
力になりつつあるが、既判力を否定するのが通
説９）であり、通説によれば、財産分与に関する
処分の確定後、新たな財産が発見された場合、財
産分与の再申立てを肯定する立場が一般的と考え
られる 10）。
　もっとも、既判力を否定する通説の立場におい
ても、同一の法律関係の形成についてこれを蒸し
返すことは妥当ではないと考えられており、そう
した制限の根拠として、形成力を前提とする申立
ての利益 11）、裁判所の職分管轄性 12）、信義則 13）

などが挙げられている。
　本決定に類似する先例としては、広島高松江
支決平 2・3・26（家月 42 巻 10 号 45 頁）がある。
この決定は、確定した離婚判決中の財産分与にお
いて分与が命じられなかった不動産について追加
的に財産分与が申し立てられた事案において、結
論的には申立てを却下すべきと判断したが、その
理由中において、家事審判又は人事訴訟において
された財産分与に関する処分について既判力が存
しないとした上で、同審判又は判決時に基礎とさ
れた事情に錯誤があり、またはその後の事情によ
り同審判又は判決の確定による法的安定性を考慮
してもこれを維持して当事者を拘束することが著
しく信義、衡平に反する場合には、これを取り消
し、変更することができるものとしている 14）。
　３　本決定の問題点
　本決定の事案は、前件判決において財産分与義
務者とされたＸによる申立てであり、実質的な減
額請求として前件判決の金額を争う蒸し返しの色
彩が強い。その意味で、再申立てを認めず、離婚

と切り離した処理に委ねたことは、結論としては
妥当であったといえる。
　しかし、その理由については問題がある。本決
定は、財産分与請求権は、①清算的財産分与の対
象となる個々の財産ごとに認められる権利ではな
く、②財産分与の額及び方法を定める内容の判決
等が確定したときは、その効力として、対象とな
る財産全部の清算をするものとして具体的内容が
形成されることになり、③たとえ、前訴において
当事者に対象財産の認識がなく、その存在につい
て何らの主張立証をしていなかったとしても、重
ねて財産分与の申立てをすることはできない、④
そのことは、新たな財産が確定判決後に判明した
場合でも変わらない、とする。これによれば、確
定判決の後に財産分与義務者が隠匿していた財産
の存在が明らかになった場合、義務者だけでなく
権利者側からの再申立ても認められず、再審や損
害賠償などによる救済のみが許されることにな
る。
　しかし、上記①については、審判又は付帯処分
の裁判の確定後に対象財産が発見された場合に、
当該財産のみの分与の申立てを禁ずる理由となる
かどうかは必ずしも明らかではない。このような
場合には前訴での財産分与の結果を維持しつつ、
新たに発見された財産についてのみ分与を行うこ
とになるとする見解もみられる 15）。
　上記②③については、手続保障の観点から、少
なくとも付帯処分においては、当事者に一定の主
張責任を問いうる基盤があるとみることもでき、
解決の一回性の観点からすれば、蒸し返し的な申
立てや主張を制限することには一定の根拠がある
といえよう。しかし、そうだとしても、全部に
ついての分与であることを当事者に強制できるの
か、前訴における当事者の知・不知、主張の有無
にかかわらず、形成結果に反する主張を許さない
とすることができるか、仮にできるとすればその
根拠は何かが問題となる。
　本決定は、財産分与請求権について、審判等に
より具体的権利が形成されるとする判例及び裁判
所は当事者の申立てに拘束されないとする判例を
引用し、これを当事者の主張しない財産も考慮に
入れることができ、全部の財産について分与がな
されたとする根拠とするようである。そうすると、
本決定は既判力を否定しつつ、形成力等にその根
拠を求めるものと思われる。しかし、上記②③は、
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財産全部に対する形成と前訴の基準時以前の事情
の主張禁止であり、既判力を認めるに等しい。形
成力等からこのような遮断的効力を引き出すこと
ができるかは疑問である 16）。まして基準時後に
新たに発見された財産にもそれが及ぶとすること
（上記④）はさらに問題であろう。一般に、非訟
事件としての家事審判は、合目的的見地から将来
の具体的法律関係の形成に向けられており、判断
の基礎とされた事実の評価とその結果がその後に
適合しなくなった場合には、修正され変更される
べきであるという要請を内在させている 17）。通
説が既判力否定説に立つのはこのような修正・変
更の可能性を捨てきれないためともいえる。財産
分与事件の非訟性を前提としながら、手続に全く
現れていない財産に関する申立てを認めないとす
ることは矛盾した態度といえよう。本決定が、既
判力否定説に立つものであるとすれば、再申立て
の可能性は認めつつ、当事者に不意打ちとならな
い限りで、信義則（家手 2条）によって申立てを
制限すべきであったように思われる 18）。

　三　おわりに
　民法等の一部を改正する法律（令和 6年法律第
33 号）の成立により、人事訴訟法・家事審判法に
おいて、財産分与等の手続に当事者の申立て又は
職権による財産開示手続が規定されることとなっ
た。このことは財産分与に関する処分において当
事者にさらなる手続保障を与えるものであり、本
決定が示す方向に親和的な要素とみることもでき
る。これらの改正を踏まえ、さらなる議論が必要
であろう。

●――注
１）民法等の一部を改正する法律（令和 6年法律第 33 号）
により民法 768 条は改正されたが、本決定は同改正前の
事件であり、本稿では改正前の条文を前提とする。

２）最判昭 55・7・11 民集 34 巻 4号 628 頁。
３）大門匡＝木納敏和「離婚訴訟における財産分与の審理・
判断の在り方について（提言）」家判 10 号（2017 年）7
頁・14 頁。

４）松本哲泓『離婚に伴う財産分与――裁判官の視点にみ
る分与の実務』（新日本法規、2019 年）36 頁等。

５）最判昭 41・7・15 民集 20 巻 6号 1197 頁。
６）青木晋「離婚訴訟の付帯処分等をめぐる諸問題」野田
愛子＝梶村太市総編集『新家族法実務体系⑤　調停・審
判・訴訟』（新日本法規、2008 年）376 頁。

７）松川正毅ほか編『新基本法コンメンタール人事訴訟法・

家事事件手続法〔第 2版〕』（日本評論社、2024 年）100 頁。
８）大阪高決昭37・10・3家月14巻12号89頁、松本博之『人
事訴訟法〔第 4版〕』（弘文堂、2021 年）12 頁・404 頁、
本間靖規「非訟事件の既判力に関する一考察」河野正憲
先生古希祝賀『民事手続法の比較法的・歴史的研究』（慈
学社、2014 年）153 頁等。

９）東京地判昭 34・2・27 判時 233 号 10 頁、山木戸克己
『家事審判法』（有斐閣、1958 年）57 頁、鈴木忠一『非
訟事件の裁判の既判力』（弘文堂、1966 年）55 頁等。通
説が既判力を否定する理由は、①この種の事件は、一定
の形成要件を定めた法規の存在を前提とするものではな
く、衡平ないし合目的性の理念を基準として、もっぱら
家庭裁判所の権能に基づいて行われるものであること、
②職権探知主義が採用されており、当事者の手続上の地
位ないし当事者権が制度的には十分に保障されていない
ことなどにあるとされる（徳田和幸「家事審判の既判力」
判タ 1100 号（2002 年）582 頁）。

10）山木戸・前掲注９）58 頁、日野原昌「取消・変更」判
タ 250 号（1960 年）121 頁。もっとも、このような申
立てについては、当該財産のみを対象とする再申立てと
扱うことも、事情変更による変更・取消しの申立てと扱
うこともできるようであり、その区別があまり明確にな
されていないようである。

11）鈴木（忠）・前掲注９）47 頁、徳田和幸＝梶村太市編
著『家事事件手続法〔第 3版〕』（有斐閣、2016 年）239
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